
（写真提供　すいれん　町田和子氏）

F O R  T O M O R R O WF O R  T O M O R R O W

URL.http://www.tohoren.or.jp/shibuya   E-mail:info@houjinkai.shibuya.tokyo.jp

2009.4

No.494
平成21年

第45回通常総会日程決まる！
税務コーナー（法人税・源泉所得税・消費税・都税）──────4

法人会事業アラカルト────────────────6

環境問題をどう考えるか──────────────11

都税コーナー───────────────────14

しぶや法人第494号 平成21年４月１日発行（毎月１回１日発行）平成６年３月30日第三種郵便物認可



22009.4 No.494
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定定例例説説明明会会等等ののおお知知ららせせ

《税務無料相談》
日時　４月１日（水） 午後１時～４時

日時　４月15日（水） 午後１時～４時

日時　５月13日（水） 午後１時～４時

日時　５月27日（水） 午後１時～４時

場所　渋谷法人会館　渋谷区神泉町9－10

TEL 3461－0758

《決算法人説明会》
日時　４月17日（金）午後１時30分～４時

場所　渋谷区立商工会館　２Ｆ

該当の会社は是非ご出席下さい。

●申告書用紙等発送予定日

法人税・消費税の確定申告書等

決　算　期 発送予定日

21年3月 21年4月下旬

4月・（5・6月）実施する主な事業

●４月７日　青年部会美化活動
●４月16日　正副会長会
●４月21日　社会保険セミナー
●４月22日　源泉部会研修会・総会
●４月23日　財務委員会
●４月27日　会計監査会
●４月27日　女性部会総会
●４月28日　正副会長会
●４月28日　理事・評議員会

●５月13日　青年部会総会
●５月14日　第45回通常総会
●５月18日　社員教育セミナー

●６月３日　新入会員歓迎会
●６月４日　広報委員会

1時間まで無料。お気軽にどうぞ！！ 法法法人人会会のの法法律律相相談談
1. 申し込み方法
（1）（社）東京法人会連合会事業課あて電話
で申し込んでください。
TEL：03-3357-0771（土・日・祝日を除
く午前９時～午後４時）

（2）その際、①所属法人会名　②法人名
③相談者名　④連絡先電話番号をお知ら
せください。

（3）申し込み状況によってはお断りする場
合もあります。

（4）申し込み後、別途、下記担当法律事務所あ
て電話のうえ相談日時等を打ち合わせてく
ださい。その際、必ず「東京法人会連合会
の法律相談」利用の旨を告げてください。

（5）相談日時は毎週月曜日から金曜日まで

（祝日は除く）の午前10時・11時および午
後２時・３時・４時です。

2. 利用できる方
都内各法人会の会員企業および経営者等。
（同一人の相談は月１回に限らせていただ
きます。）
3. 相談内容
法律全般。（相続等会社業務以外の相談も可。）
4. 担当法律事務所
羽野島法律事務所 羽野島裕二弁護士 他３名
港区西新橋１丁目20番３号　虎ノ門法曹ビ
ル501号
TEL：03-3592-0541 FAX：03-3592-0543
5. 相談場所
上記法律事務所

交通：地下鉄都営三田線「内幸町」駅
（A３出口）徒歩３分
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅
（１番出口）徒歩５分
JR「新橋」駅（烏森口）徒歩７分

6. その他
●無料相談時間は１時間までです。
（（社）東京法人会連合会が負担します。）
●時間を超えて相談される場合は相談者の負
担となります。
●料金は延長30分ごとに、5,000円（別途消費
税）です。
その場で実費をお支払いください。
◇お問い合わせ先
（社）東京法人会連合会 TEL：03-3357-0771



正しい税知識を学ぼう
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平成20年度も終了いたしましたので、下記の日程で社団法人

渋谷法人会第45回通常総会を開催いたします。

日　　時●５月14日（木）16時～19時30分

・総　会　16時～17時30分

・懇親会　17時45分～19時30分（予定）

場　　所●セルリアンタワー東急ホテル B2F  ボールルーム

（渋谷区桜丘町26－1 TEL 3476－3000）

議　　案●１．平成20年度事業報告、収支決算報告

２．平成21年度事業計画案、収支予算案

３．理事・監事任期満了に付改選

懇親会費●1名 5,000円（当日会場にて申し受けます）

※正式なご案内は往復葉書で差し上げておりますので、４月14

日までにご回答いただきますよう宜しくお願いいたします。

これまで、年間12回発行しておりました渋谷法人会会報「しぶや法人」の発行を偶

数月発行の年間６回に変更させていただきます。

今後は、ホームページのご活用を是非お願い申し上げます。

但し、特別にお知らせしなければならないことができましたら、臨時号を発行いた

します。

渋谷法人会会報「しぶや法人」の発行回数が変わります！

第45回
通常総会のお知らせ



法人会はよき経営者をめざす者の集まり
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債務超過の状態にない債務者に対して
債権放棄等をした場合

債務超過の状態にない債務者に対して債権放

棄等をした場合でも、寄附金課税を受けない場

合はあるのでしょうか。

一般的に、債務超過でない債務者に対して債

権放棄等をした場合でも、営業状態や債権放棄

等に至った事情等からみて経済合理性を有すると認め

られる場合には、債権放棄等による経済的利益の供与

の額は、寄附金に該当しないものとして法人税法上損

金算入が認められます。

例えば、実質的に債務超過でない子会社等の再建等

に際して債権放棄等を行う場合としては、次のような

場合などが考えられます。

①　営業を行うために必要な登録、認可、許可等の条

件として法令等において一定の財産的基礎を満たす

こととされている業種にあっては、仮に赤字決算等

のままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可

能となり倒産に至ることとなるが、これを回避する

ために財務体質の改善が必要な場合

②　営業譲渡等による子会社等の整理等に際して、譲

受者側等から赤字の圧縮を強く求められている場合

なお、財務諸表上は債務超過でないが資産に多額の

含み損があり実質的な債務超過によって経営危機に陥

っている子会社等に対して、合理的な再建計画に基づい

てやむを得ず債権放棄等を行ったといったような場合

は、経済合理性を有することはいうまでもありません。

【関係法令通達】法人税基本通達9－4－1、9－4－2

注記

平成20年７月１日現在の法令・通達等に基づいて作

成しています。

この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした

一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表

現したものではありませんから、納税者の方々が行う

具体的な取引等に適用する場合においては、この回答

内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注

意ください。

詳しくは、法人課税第１部門審理担当にお尋ねくだ

さい。TEL 03－3463－9181

また、国税庁ホームページ「http://www.nta.go.jp」

もあわせてご覧ください。

法人税
ひとくちメモ

Q

A

既に役員になっている人に退職給与規程の改正
後数年を経てから支払う使用人期間の退職金

当社では、数年前に退職給与規程を改正し、

使用人から役員に昇格した人に対しては、その

昇格のときに使用人であった期間に対応する退職金を

支払うこととしています。規程改正後の役員昇格者に

対しては、この退職金を支給してきましたが、この規

程の改正前に役員に昇任していた甲ほか２名の取締役

に対しては、使用人期間に対応する退職金は支払って

いませんでした。これらの者のうち、甲については、

本人からの申し出もあり、使用人期間に見合う退職金

を支払うことを検討しています。

甲に支払うものは退職所得として認められるでしょ

うか。

退職所得とは認められず、給与所得（賞与）

として源泉徴収が必要です。

【解説】

新たに退職給与規程を制定し、又は従来の退職給与

規程を改正して、使用人から役員に昇格した人に対し

て退職金を支給することとした場合に、その制定等の

時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に対

して支給する退職金で、使用人期間の退職金として相

当なものは、その役員に対するいわゆる打切支給の退

職金となり、その退職給与規程の制定等の日の属する

年分の退職所得として、所得税の源泉徴収が必要とな

ります。

しかしながら、おたずねの場合には、退職給与規程

の改正後数年を経てからの任意の時期に支払うことと

したものですから、引き続き勤務する者に対して支払

ういわゆる打切支給の退職金として相当の理由がある

とはいえず、退職所得とすることは認められないもの

と考えられます。したがって、甲さんに対する給与所

得（賞与）として源泉徴収をしなければなりません。

詳しくは、法人課税第４部門 源泉所得税担当

TEL 3463－9181  内線 5042

Q

A



この社会あなたの税が生きている
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輸出免税取引がある場合の基準期間の課税売上高

当社は、かなりの輸出取引を行なっています。

ところで、基準期間の課税売上高が1,000万

円以下の場合は、消費税を納める義務が免除されると

のことですが、当社の場合、基準期間における売上高

は、輸出免税となったものが１億円で、国内向け販売

に係る課税売上高が1,000万円ありました。

このような場合、基準期間の課税売上高を国内向け

販売の課税売上高1,000万円で判定し、1,000万円以下

であるとして消費税の納税義務はないことになるので

しょうか。

基準期間における課税売上高とは、基準期間

中に国内において行った課税資産の譲渡等の対

価の額（消費税及び地方消費税に相当する金額は除き

ます。）の合計額から国内において行った課税資産の

譲渡等に係る対価の返還等の金額（消費税及び地方消

費税に該当する金額は除きます。）の合計額を控除し

た金額をいいます。

ところで、基準期間の売上高のなかに消費税の輸出

免税の対象となるものがあったとしても、それが国内

で行った課税資産（ただし、ゼロ税率）の譲渡等の対

価であることに変わりがないわけですから、輸出免税

売上高も「課税売上高」に含まれることになります。

御質問の場合、輸出免税分を含めると基準期間にお

ける課税売上高は、１億1,000万円となり、1,000万円

を超えていますので、当課税期間については消費税の

課税事業者となります。

【参考条文】消費税法２①九、９①②、28①、

消費税法基本通達１－４－２

詳しくは、法人課税第３部門までお尋ねください。

TEL 03－3463－9181（内線 5032～5034）

Q

A

【固定資産税・都市計画税】
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高く

なったのはなぜですか？

新築住宅に対しては、減額制度が設けられて

おり、一定の要件にあたるときは、新たに固定

資産税が課税されることとなった年度から３年度分

（３階以上の耐火、準耐火住宅は５年度分）に限り、

120㎡までの居住部分に相当する固定資産税額（家屋

分）の２分の１が軽減されます。

また、平成12年１月２日から平成21年１月１日まで

の間に東京23区に新築された住宅については、都独自

の措置として、固定資産税・都市計画税が新たに課税

される年度から３年度分減免されます。

例えば、平成16年５月に新築された木造の住宅（床

面積100㎡）の固定資産税が平成20年度から急に高く

なった場合は、平成17年度、平成18年度及び平成19年

度の３年度分は固定資産税額の２分の１の減額に加

え、減免が適用されて、結果として家屋に係る税額が

発生しなかったものが、新築住宅に対する減額・減免

措置の適用期間が終了したため、平成20年度から本来

の税額に戻ったことがその理由です。

新築住宅の減額・減免が終了

した場合のほか、増築されたと

きは、その翌年度から増築分に

ついても固定資産税・都市計画

税が課税されることになります

ので、従来の年度より家屋の固

定資産税は高くなります。

（地方税法附則

15条の６　１項、２項）

《事例》平成16年５月新築の木造2階建ての住宅（床面積100㎡）
平成19年度の価格7,000,000円

Q

A

固
定
資
産
税

都
市
計
画
税

当初税額

新築減額税額

新築減免税額

納付税額

当初税額

新築減免税額

納付額

納付税額（計）

平成19年度

7,000,000×1.4㌫＝98,000

98,000×1/2＝49,000

98,000－49,000＝49,000

98,000－49,000－49,000＝0

7,000,000×0.3㌫＝21,000

21,000

21,000－21,000＝0

0円

平成20年度

7,000,000×1.4㌫＝98,000

─

─

98,000

7,000,000×0.3㌫＝21,000

─

21,000

119,000円



源泉所得税セミナーを開催

３月９日（月）渋谷区立商工会館に於いて、午後１時

30分から３時30分まで開催した。講師は法人課税第４

部門田中審理担当上席。出席者120名。

法人税確定申告書の書き方講習会を開催

２月17日、18日、20日の３回に亘り、法人税確定申

告書の書き方基礎編、２月26日、27日、３月２日、３

日の４回に亘り、法人税確定申告

書の書き方応用編を渋谷法人会館

に於いて開催した。時間は、各午

後１時30分から４時。講師は基礎

編が法人課税第１部門登坂審理担

当調査官、応用編が法人課税第１

部門二野審理担当上席調査官。

第19・20・21ブロック合同研修会を開催

去る３月３日（火）午後４時より、神宮前 水交会に於

いて第19・20・21ブロックの合同研修会を開催した。

当日は、藤田第19ブロック長の司会で始まり、まず

研修会第１講座として、東郷神社名誉宮司 松橋暉男

氏を講師に迎え、「決断の時」と題して講演していた

だいた。

続いて第２講座に入り、渋谷税務署法人課税調査担

当副署長� 秀樹氏に「選択：歴代政権の経済政策と

理論の変遷」と題して講演をいただいた。

e-Taxを利用しよう
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ブロック通信

総会に向けて各委員会を開催

５月14日（木）開催の総会に向けて各委員会を開催し

た。２月17日（火）e-Tax 推進協議委員会、2月25日

（水）厚生委員会、３月５日（木）広報委員会、12日（木）

組織委員会、13日（金）事業研修委員会、16日（月）社会

貢献委員会、17日（火）総務委員会、18日（水）税制委員

会を開催し、総会提出議案を審議した。

４月23日（木）に財務委員会を開催する。

印紙税・消費税研修会を開催

去る２月16日（月）に印紙税研修会、２月23日（月）に

消費税研修会をそれぞれ午後１時30分から３時30分ま

で渋谷区立商工会館において開催した。

講師はどちらも法

人課税第３部門川上

総括上席。出席者は、

印紙税研修会100名。

消費税研修会98名。

町田統括官挨拶 石田e-Tax推進委員長 岩田広報委員長

八木原厚生委員長 e-Tax委員会

印紙税研修会

消費税研修会 講師：川上総括上席

講師：田中審理担当上席 源泉セミナー

基礎編講師
登坂審理担当

応用編講師
二野審理担当上席 法人税申告書の書き方講習会



その後同所において、大平第21ブロック長の司会によ

り署も交えて懇談会を催し、それ

ぞれ名刺交換や情報交換をして盛

り上がり、有意義な時間となった。

最後に斎藤監事の音頭で会を締

めた。

第11ブロック健康講座を開催

去る３月４日（水）渋谷区勤労福祉会館に於いて健康

講座を開催した。講師はT－PEC

㈱の町田晃三氏。セカンドオピニ

オンについて講演していただいた。

第11ブロックでは毎年独自に健

康講座を開催している。出席者は

21名。

青年部会研修会

本格焼酎飲み比べ体験セミナー

去る３月６日（金）青年部の主催で会員間の交流を図

る目的でセミナーを開催した。

講師には、昨年渋谷法人会青年部が主催した東法連

第３ブロック連絡協議会のワインセミナーで好評であ

った友田晶子氏をお招きして、最近人気の本格焼酎に

ついてご講演いただいた。

当日はこの時期にはめずらしい強い雨であったが、

女性部会からも出席いただき、24名が参加した。会場

である法人会館３階には、焼酎７種類とつまみ７種類

が用意され、いつもとは違う香りにつつまれた。

セミナーは予定より少し遅れ、午後６時すぎに始ま

り、まず焼酎の歴史、作り方、種類と産地、ラベルの

見方、楽しみ方など約１時間にわたり、クイズもまじ

え、お話を頂戴した。メモをとる方、資料の確かめ方

など静かに進行した。その後お待ちかねの試飲となり、

予め出されていた焼酎の種類を当てることに参加者が

挑戦。試飲とはいえ発言も活発になり、種々の質問も

飛び出し盛況となった。セミナーの最後に、もう２つ

の焼酎の種類を当てるクイズが出題されたが、そのこ

ろには、会員同士の会話もさらに活発になっていた。

セミナーの雰囲気のまま、その後の懇親会にも大勢

の方に参加いただき、良い交流の機会となったようだ。

社会貢献委員会

東法連社会貢献委員会で八木原委員長が事例発表

去る３月10日（火）ホテルメトロポリタンエドモント

にて、東法連社会貢献委員会が220名の参加のもと開

催された。

当日当会が、渋谷区との協働事業として進める「シ

ブヤキープグリーン」－日本の緑は渋谷から－と題し

た、その理念及び具体的活動そして今後10年間で約

500本の植樹について八木原社会貢献委員長が発表し

た。

参加者の方々

はスクリーンに

映し出された活

動内容を食い入

るように見てい

た。

法人会の事業活動に積極的に参加しよう
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まいど青年部

第1部司会：藤田ブロック長 第2部司会：大平ブロック長 乾杯：五月女副会長

講師：松橋氏

講師：�副署長19・20・21ブロック合同研修会

杉本ブロック長挨拶

講師：町田晃二氏11ブロック健康講座

講師：友田氏 青年部会研修会



会員の増加は、会員のメリットに通じる
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ことになる。

④最大のキーポイントにエネルギーを

満遍なくエネルギーをかけるのではなく、目標達成にお

けるポイントになる点に、エネルギーの重点をかけていく。

⑤メリハリをつける

自分なりに仕事の組み合わせを考えていくなど、自分に

一番マッチしたやり方を考えていくようにする。

⑥目標をしっかりとインプットしておく

目標が漠然としていれば、仕事の段取りもそれだけ、行

き当たりばったりとい

うことにもなりかねな

い。たとえスタートが

遅くとも確実性は増し

てくることになる。

⑦自分の段取りに気づ

くこと

自分のやり方は、自

分で決めるといった、

自己中心ではなく、他

人の段取りにも目を向け、よいところがあったら積極的に

取り入れる

⑧締め切りを設定しておく

いつまでという緊迫性がないと、つい回り道をしたり、

ムダ・ムラ・ムリの“ダラリ”現象が起こることになる。

「段取り力」を高めよう！
“仕事”上手は、“段取り”上手といわれている。それは

能力の問題ではなく、自分の仕事がやり方や段取り（前働

き）に、気がつくか、気がつかないかにあるようだ。自分

にマッチした、仕事の段取りを考えていくことによって

“仕事人”としてグレードアップしていくことになる。し

たがって、段取りには、マニュアルにない、それぞれの個

性を生かすことにあるといえる。そこに仕事の楽しみを発

見することができよう。

■「段取り力」の鍛え方のポイント

①優先順位を考えて実行する

何が一番重要かと、常に取り組む前に、インプットして

いきながら、着手していく。

②シミュレーションしてみる

まず、全体像を的確に把握していくことによって、達成

していくために落ちがないかをチェックしておく。

③質が違うものを分けておく

同質なもの、または関連しているものを、トータル思考

でまとめてやっていくことによって、効率性が増してくる

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネス評論家）

経経経営営分分析析そそのの22－－安安全全性性のの分分析析

安全性の分析として代表的な指標は、以下の３つ

があります。

まず、流動比率があります。これは、流動資産÷

流動負債×100（％）で表されます。流動資産と流

動負債は、おのおの短期に回収されるべきものと支

払われるべきものですから、この比率が高ければ、

短期で支払うべきものが、短期で回収されるものよ

りも小さく、資金繰りは比較的楽といえます。例え

ば、流動資産が150万円、流動負債が100万円であれ

ば、流動比率は150÷100×100＝150％となり、この

会社は一応安全といえそうです。この比率としては、

130％以上であれば一応合格といえます。

次の措置として固定比率があります。この比率は、

固定資産÷自己資本×100（％）で表されます。こ

れは、自己資本の何％が固定資産に使われているか、

すなわち、資本の調達の仕方と使い方の健全性を見

る指標なのです。設備など固定資産に投入した資金

は固定化するため、返済する必要のない自己資金

（自己資本）で賄うことが前提となっているのです。

したがって、この比率は100％以下が当然望ましい

ということになります。

最後に、自己資本比率があります。これは、自己

資本÷総資本×100（％）で表されます。この比率

については、基本的に高いほうが良いでしょう。確

かに、自己資本だけで経営すれば安全ですが、逆に、

借入ができない会社は信用力に問題があるのではな

いかともいえます。そこで、この比率は50％以上欲

しいところですが、借入金の多い日本の会社ではそ

れは厳しいため、30％から40％を目指して経営して

いくのがよいと思われます。

サラリーマンが最低限知っておきたい会計知識 ⑩ 実藤 秀志（公認会計士・税理士）



e-Taxを体験してみよう！
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グは脳と体を破壊していく。

毎日大量に飲み続ければ、「習慣飲酒」

を通り越して、飲まずにはいられない

「嗜癖（しへき）」の状態に陥る。飲みだ

すとブレーキが利かなくなり、酒量も回

数も増え（耐性）、重症化していく。

アルコール依存は、本人の自覚や意志

の弱さの問題ではない。脳内にできたア

ルコール回路の作用による病気であり、

しかも進行する。だから「依存症」なの

である。

●初期のうちなら通院治療も可能
治療は、「断酒」以外にない。初期の

うちなら、１～２週間に１回程度の通院

治療も行われている。

プログラムも抗酒薬の服用から、講義、

患者同士のミーティング、カウンセリン

グなど多様である。治療は「人生の潤滑

油は、アルコール以外にもたくさんある」

ことに気づいていくステップでもある。

●飲酒に後ろめたさを
感じたことはないか
適度な飲酒のうちはストレスをほぐ

し、人間関係をスムーズにする潤滑油と、

プラスイメージで語られるアルコールだ

が、最近は、飲酒運転を筆頭に「酒害」

のほうが問題にされることが多い。

国立病院機構・久里浜アルコール症セ

ンターの調査によると、「飲酒運転の半

数は、アルコール依存症の疑いがある」

という。

健康な飲酒と依存症の境目はどこら辺

にあるのだろう。ここで「ＣＡＧＥテス

ト」という簡便な飲酒状態の自己チェッ

クを紹介する。

①今までに、飲酒をへらさなければな

らないと思ったことはないか（Cut

Down）②飲酒を批判されて腹が立った

りいら立ったことがないか（Annoyed

by Criticism）③飲酒に後ろめたい気持

後藤 有能�
（医学ジャーナリスト）�

斎藤由紀夫（東京薬科大学キャリアセンター長／産業カウンセラー）

［生活編］
る。目上の人など、現金は渡す人により

失礼になる場合があるので気をつける。

また花でも鉢植えの花は根づくというこ

とでタブー。

④病室では周りに気を使う

相部屋の場合には入院している周囲の

人たちにも気をつかい、大きな声で話を

しない。

⑤お見舞いでの話題

病気については、あまりしつこく聞か

ないようにする。また、「まだ、顔色が

よくない」とか相手が不安になるような

ことは言わない。

⑥滞在時間

相手が苦痛にならない程度の時間で話

を終え帰るようにする。大体10～20分程

度が目安である。

⑦お見舞いのお返し

退院して病気やケガが回復したら、お

見舞いをいただいた方々に「快気祝い」

をして品物を贈る。一言メッセージを添

えると気持ちがこもる。

友人や仕事関係者、親戚などが病気や

ケガで入院した場合には、お見舞いに行

こうという気持ちになる。このとき考え

なくてはいけないのは、お見舞いのタイ

ミングや行ってよいかどうかの判断であ

る。なかには、お見舞いに来てほしくな

いという場合もある。私は、お世話にな

った人が癌で入院し、お見舞いに行こう

としていたとき、親しい人が「こんな姿

を見せたくないので、だれにも会いたく

ない」と言っていたことを聞き、手紙で

見舞ったことがあった。病気の人は、気

持ちがデリケートになっているだけに、

相手への思いやりやマナーが特に大切で

ある。

①本人や家族の了解を得る

お見舞いに行ってよいかどうか、本人

や家族、親しい友人から病気やケガの状

況を聞き判断する。お見舞いに行く場合

には、相手の都合のよい日にする。でき

るだけ退院間近なほうがよい。また、病

院の面会時間を確認して、食事時間帯は

避けるようにする。

②大勢では行かない

よく大勢で病院にお見舞いに来ている

姿を見たことがあるが、病室は狭いし、

相部屋の場合にはまわりの迷惑になるの

で、多くても３人くらいまでにする。

③お見舞い品

お見舞い品は、一般的には花や果物が

多いようであるが、現金を渡すこともあ

知っておきたいお見舞いのマナー

アルコール

健康な飲酒と
依存症との
境目は

ちや罪意識を持ったことがないか

（Guilty Feeling）④朝酒や迎え酒を飲ん

だことがないか（Eye-opener）──。

２項目以上当てはまればアルコール依

存症が疑われる。

●自覚や意志の弱さの問題ではない
アルコールは、医学的には麻薬や覚醒

剤と同じドラッグの一種である。ドラッ



振替納税を利用しよう
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�宇宙飛行士

山崎直子さん、37歳。６歳の娘の母

だ。2010年２月に打ち上げられる米国

のスペースシャトル「アトランティス」

に乗る宇宙飛行士である。

読売新聞によると、子どものころ見

たアニメの「宇宙戦艦ヤマト」に魅せられ、宇宙飛行

士を目指した。東大で航空宇宙工学を学び、日本で二

人目の女性宇宙飛行士、初の母親飛行士になった。家

事は「専業主夫」である夫が支えるという。

旧ソ連（ロシア）の宇宙飛行士であるガガーリンが、

宇宙船「ウォストーク」で人類初めて地球を一周した

のは1961（昭和36）年４月12日。その時の「地球は青

かった」という言葉はいま、環境を守るスローガンに

も聞こえる。

インタビューに答え、「不可能はない」と語る山崎

さん。宇宙へ挑戦の日まで１年足らず。

�喫茶店

日本で最初の喫茶店が誕生したのは1888（明治21）

年４月13日。東京・

下谷（現上野）の「可

否茶館」だ。「欧米

の華麗に我が国の優

美を加減し、此処に

商う珈琲なり」と開

業の広告にある。コ

ーヒー一杯の値段は

１銭５厘だった。

その後、着物姿の

女性がウエートレスを務めるカフェーが各地に生ま

れ、一方でコーヒーだけを楽しむ「純喫茶」も登場し

た。しかし、戦争とともにコーヒー豆の輸入が制限さ

れ、1944年にはゼロに。喫茶店が再び隆盛を誇るよう

になるのは50年代に入ってからだ。

日本のコーヒー消費量はアメリカ、ドイツに次ぐ。

だが、喫茶店の数は1981年の約15万5000軒をピークに

減り続け、最近では、セルフサービス方式のカフェに

押され気味だ。ゆったりコーヒーを味わえる空間が減

るのはちょっと寂しい。

言葉の落とし穴──────────●

●ボーンヘッド bonehead
漢字をあててはいけません

野球でよく使われる言葉で、判断を誤ったまずいプレー

をいう。英語で「まぬけ」「へま」の意味。アウトカウン

トを間違える、サインを見落とす、ランナーがいるのを忘

れる──といった“信じられない”プレーのことだ。

単純なミスを「凡ミス」といったり、簡単に処理できる

フライを「凡フライ」といったりするせいか、これを「凡

ヘッド」と思っている人もいるようだ。「ボーン」を「ボ

ン」と発音することが多いことも影響しているかもしれな

いが、英語だから漢字の「凡」をあててはいけない。

●浮気性 性格？病気？

「あなたって本当に浮気症なんだから！」──恋人から、

そんなメールが来たらどうすべきか。取りあえず誤るなり

言い訳するなりして、その後に「僕の浮気は病気ではない

から、せめて『浮気性』と書いて」と言い添えておきたい。

一般には、生まれつきの性質や傾向などについては『～

性』とする。凝り性・照れ性・心配性・脂性などは「性」

をあてる。浮気性も移り気な性格のことだからこちらだ。

「～症」は病気・病状に使う。花粉症・熱中症・健忘症な

どである。

●順延 「順繰り」がポイント

今日がだめなら明日、明日がだめならあさって…という

ように、順繰りに期日を延ばすことを「順延」という。だ

から「今日の試合は雨のため３日後に順延となった」など

と使うのは正しくない。

この場合は「延期」とすべきだ。延期は広く期日を先に

延ばす意味で使える。それこそ「無期延期」という言い方

も可能だ。

ちなみに、毎週日曜日に行われる試合が先延ばしになる

ようなケースなら「順延」も使えるだろう。順繰りに、と

いうニュアンスは保たれているからだ。

●息せき切って 咳は無関係

「息咳切って病院に駆けつけた」──。ひどく急いで呼

吸を荒くするさまを「息せき切って」というが、この「せ

き」は咳とは無関係。「息急き切って」と「急き」をあて

る。息を切らし、ゴホゴホと咳き込むようなイメージを持

っていると間違いやすいので、注意が必要だ。

おさえられていたものがどっとあふれ出るさまを「せき

を切ったよう（せきを切る）」というが、この場合の「せ

き」は堰。堰は、川の途中や湖の流出口などに水の流れを

止めるために設ける構造物で、これが決壊するのが「堰を

切る」だ。



この社会あなたの税が生きている
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電力と環境問題

環境を考える上で、どのように電力を得るかは避け

て通れない問題です。主要なものは、火力、水力、原

子力ですが、それぞれに課題があります。

火力は二酸化炭素を発生させます。日本で発生する

二酸化炭素のおよそ三分の一は発電によるものです。

水力は、ダムさえ建設してしまえば、二酸化炭素は

ほとんど発生しません。しかし、日本の適地はほとん

ど開発されてしまい、新規開発の余地はあまりありま

せん。

原子力は、なかなか社会的に受け入れられません。

とりわけ、核廃棄物の最終処分をどうするかが未解決

です。

風力や太陽光、地熱や廃棄物発電などの新エネルギ

ーも期待されていますが、すぐに火力や原子力を代替

するまでには至っていません。

国際エネルギー機関（IEA）がまとめた2005年の統

計によれば、最も新エネルギーが進んでいると考えら

れるEU（ヨーロッパ）27カ国でも、総発電量に占め

る新エネルギーの割合は5.1パーセント（日本は2.2パ

ーセント）にすぎません。

ちなみにEUでは原子力の割合が高く、30.1パーセ

ント（日本は27.6パーセント）と、石炭火力の30.2パ

ーセントに並んでいます。

電力の問題には特効薬はなく、発電効率を上げる一

方で、新エネルギーの開発研究を進めるなど、多角的

な努力が必要です。

開発途上国の電力事情

画期的な案が見つからない中で、電力供給で頭を痛

法政大学教授　藤倉 良

電力

めているのが開発途上国です。

経済成長に伴って急増する電力需要に供給が追いつ

かず、計画的な停電を余儀なくされている都市も少な

くありません。地域ごとに決められた時間帯に、電気

が止められるのです。

開発途上国には、水力発電を開発する余地がまだあ

ります。しかし、ダム建設に伴って多数の住民が立ち

退きを求められるために根強い反対があり、計画は容

易に進みません。

タイでは、住民の反対で完成直前になって建設中止

に追い込まれたダムがあります。また、以前に石炭火

力発電所が激しい大気汚染を起こしたため、火力につ

いても住民の持つイメージが悪く、建設に同意が得ら

れません。だからといって、すぐに原子力というわけ

にもいかず、やむを得ず、隣国ラオスのダムで発電し

た電力を輸入して、不足を補う状況にあります。

電源開発も重要ですが、発電所を出た電気を末端ま

で届ける送配電や、消費者の利用効率も悪いので、こ

のようなところの改善努力も必要です。

国際機関や日本など先進国は、開発途上国の発電や

送配電の効率アップを進める支援に加え、消費者のエ

ネルギー効率を上げるプロジェクトも行っています。

蛍光ランプに補助金をつけて価格を下げ、市民に家庭

の白熱電灯と取り替えてもらうプロジェクトは、十年

以上前から行われて効果を上げています。

お知らせ
このたび、数式や化学式を使わずに環境科学の基礎

を解説したテキストを刊行しました。

藤倉良・藤倉まなみ『文系のための環境科学入門』

有斐閣　2,100円+税



e-Taxを体験してみよう！

122009.4 No.494



みんなの力で法人会を大きく育てよう
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社団�
法人�渋谷法人会員� 社団�

法人�渋谷法人会員�法人税確定申告書提出の会員の方は、この会員証を切
り取り申告書の別表下欄に貼付して提出してください

�

－都税についてのお知らせ－

4月からeLTAXを利用して、法人事業税・地方法人特別税・
法人都民税、事業所税の電子納税ができます

■正解「黒先白死」
黒１が急所の一撃です。

白２のツギに黒３の切りが

好手です。白４に黒５とノ

ビて、白６、黒７で白はダ

メヅマリです。白死。黒３

で５と置く手も白ａ、黒３

で同じ結果となります。

平成21年2月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）
ブロック

４

６

７

８

13

14

17

18

18

20

20

区外

法　人　名

㈱財産ドクターズ

㈱フォーデジット

㈱グローバルコミュニケーションズ

㈱セカンド・オピニオン

ラムエア　合同会社

ワタナベ工務店

㈱フジエテキスタイル

㈱林工業

㈱デンシンコーポレーション

㈱イクス

㈱フューチャー

㈱メイドインカルチャ

代表者名

吉門　武�

蛭田　正司

細谷　和美

上甲　興将

田村　吾郎

渡辺　弘樹

池上　　茂

竹田　謙二

村宮由美子

渡邉　信雄

佐藤喜久子

長崎　伸也

連　絡　先　住　所

渋谷区広尾５－23－２－404

渋谷区渋谷１－３－15

渋谷区道玄坂１－12－１

渋谷区円山町７－７

渋谷区元代々木町35－10

渋谷区笹塚２－１－14

渋谷区代々木４－33－10

渋谷区代々木１－５－15

渋谷区代々木２－23－１

渋谷区神宮前１－14－32

渋谷区神宮前１－21－15

新宿区新宿７－７－26

電話番号

3440-1203

5774-6704

3949-6799

6457-4748

5454-2157

3378-4541

3378-8850

5365-4610

6228-0354

5785-3022

3796-7171

3366-0116

業　　種

税理士、社会保険労務士、CFP

WEB制作

情報サービス

人材紹介業

デザイン・芸術

内装･工事業

室内装飾用織物卸

左官業

不動産業

アパレル

リンパセラピーサロン

ブランディング事業

東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税、23区内の固定資産税（償却資

産）※1について、地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）を利用した電子申告
．．
等の受付を行っています。

４月から、eLTAXを利用した電子納税
．．
も可能になります。対象税目は、法人事業税・地方法人特別税・法人都民

税、23区内の事業所税です。この電子納税を利用することで、Pay-easy（ペイジー）※2を通じて、インターネットバ

ンキング※3、ATM等で納付できるようになります。詳しくは、主税局ホームページ（http://www.tax.metro.tokyo.jp）

をご覧いただくか、所管都税事務所の徴収管理係までお問い合わせください。

※1 23区内の固定資産税（償却資産）については、電子納税ができませんので、ご注意ください。

※2 領収証書は発行されませんので、必要な場合は従来どおり納付書により金融機関等の窓口で納付してください。

※3 新規にインターネットバンキングやモバイルバンキングを利用する場合は、事前に金融機関への利用申込みが必要です。

利用手続きについてのお問い合わせ
eLTAXのホームページをご覧いただくか、サポートデスクまで

お問い合わせください。

ホームページ　http://www.eltax.jp/ エルタックス　 検索
サポートデスク　� 0570－081459

（IP電話・PHSから：� 03－5339－6701）
※午前８時30分から午後８時00分まで（土日祝・年末年始を除く）

申告内容や審査、納税についてのお問い合わせ
［電子申告・電子申請・届出］渋谷都税事務所事業税課

法人事業税係

［電子納税］渋谷都税事務所徴収課徴収管理係 03-3463-4311㈹

クリック

都
税
で
利
用
可
能
な
サ
ー
ビ
ス

事業所税
（23区内）

法人事業税
地方法人特別税
法人都民税

電子申告

・納付申告
・免税店以下申告
・事業所用家屋貸付
等申告など

・予定申告
・中間申告
・確定申告
・修正申告
・精算確定申告など

電子申請・届出

・事業所等新設・廃止
・減免申請（４月から開始）
・みなし共同事業に関する明細
（４月から開始）

・法人設立・設置届出
・異動届出
・法人税に係る確定申告書又は連結確定申
告書の提出期限の延長の処分等の届出

・申告書の提出期限の延長の承認申請

電子納税

・本税の納付
・延滞金の納付
・加算金の納付

・本税の納付
・延滞金の納付
・加算金の納付
・見込納付

new



◆縦覧期間　平成21年４月１日（水）から６月30日（火）まで

（土・日・休日を除く）

◆縦覧時間　午前９時から午後５時まで

◆縦覧場所　土地・家屋が所在する区にある都税事務所

平成21年度は評価替えに伴い、土地および家屋の評価

額が変更されました。

〈縦覧できる方〉

当該区内に土地・家屋を所有する納税者
．．．

の方

〈縦覧できる内容〉

当該区内で課税されている土地・家屋の価格など（縦覧帳簿）

・納税通知書は６月１日（月）に発送予定です。

・当該期間中、縦覧される方へ

平成21年度土地・家屋名寄帳（課税される物件の税額等を

全て記載したもの）を無料でお渡ししております。平成21

年度の税額をお知りになりたい方は、ご利用ください。

東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、

不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防

止し、納税者の皆様の個人情報保護を図るために、平成

20年11月から申請時の「本人確認」をより厳格な方法に

変更しました。詳しくは、ホームページをご覧いただく

か、所管する都税事務所にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

渋谷都税事務所固定資産税課固定資産税係　03－3463－4319
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■黒先
白は生きているように見えま

すが、急所の一撃で窮します。

（考慮3分で初段）

〈出題〉日本棋院

�4月の税務
１　給与支払報告に係る給与所得者異動届出

４月１日現在で給与の支払を受けなくな
った者があるときは４月15日までに関係の
市町村長に要届出

２　公共法人等の道府県民税及び市町村民税
均等割の申告
申告期限…４月30日（道府県及び市町村）

３　軽自動車税の納付
� 賦課期日…４月１日
� 納期限…４月中において市町村の条例

で定める日
４　固定資産税（都市計画税）の第１期分の
納付 納期限…４月中において市町村の
条例で定める日

５　３月分源泉所得税・住民税の特別徴収税
額の納付 納期限…４月10日

６　２月決算法人の確定申告〈法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・（法人事業
所税）・法人住民税〉申告期限…４月30日

７　２月、５月、８月、11月決算法人の３月
ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉 申告期限…４月30日

８　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮
に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…４月30日

９　８月決算法人の中間申告〈法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・法人住民
税〉…半期分 申告期限…４月30日

10 消費税の年税額が400万円超の５月、８月、
11月決算法人の３月ごとの中間申告〈消費
税・地方消費税〉 申告期限…４月30日

11 消費税の年税額が4,800万円超の１月、２
月決算法人を除く法人の１月ごとの中間申
告（12月決算法人は２カ月分）〈消費税・
地方消費税〉 申告期限…４月30日

12 固定資産課税台帳の縦覧期間４月１日か
ら20日又は最初の固定資産税の納期限のい
ずれか遅い日以後の日までの期間

13 固定資産課税台帳への登録価格の審査の
申出の期間市町村が固定資産の価格を登録
したことを公示した日から納税通知書の交
付を受けた日後60日までの期間等

－都税についてのお知らせ－

4月から固定資産税にかかる土地・家屋の
価格などがご覧になれます（23区内）
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